
 

観音寺市監査委員告示第３号 

  

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、その結果に

関する報告を同条第９項の規定により、次のとおり公表する。 

 

     平成２６年３月５日 

                                                  

観音寺市監査委員 佐 伯 文 男 

                観音寺市監査委員 井 下 尊 義 
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第１ 監査の対象および期間 

対           象 
期    間 

部   課   等 事   務 

政策部 

 

 

総務部 

 

経済部 

 

 

建設部 

教育部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会事務局 

選挙管理委員会事務局 

農業委員会事務局 

企画課 

庁舎等整備課 

危機管理課 

総務課 

税務課 

農林水産課 

地籍調査課 

競輪事業局 

建設課 

学校教育課 

 観音寺中学校 

 中部中学校 

 豊浜中学校 

高室幼稚園 

 常磐幼稚園 

 豊田幼稚園 

 大野原幼稚園 

 豊浜幼稚園 

生涯学習課 

学校給食課 

図書館 

平成２５年度の財務に関

する事務（一部２４年度

含む）の執行及び経営に

係る事業の管理 

平成２６年１月１７

日から同年２月２１

日まで 

 

第２ 監査の方法 

  監査にあたっては、予算の執行、契約関係、補助金交付関係、現金・金券等の出納保管、

財産の管理等の事務が法令等に基づき適正に行われているか、また、組織及び運営が合理



的かつ効率的に行われているかに留意し監査を実施した。 

 

第３ 監査の結果 

  事務及び管理については、おおむね適正に処理されていたが、一部において次のとおり 

改善、検討を要する事項が見受けられた。速やかに所要の措置を検討、実施されたい。 

  当該事項について改善の措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項の規定に

基づき、その旨を監査委員に通知されたい。 

  今後とも、法令等を遵守し、より一層、厳正かつ適切な事務の執行に努められたい。 

 

第４ 意見等 

各課共通事項 

 ○ 補助金については、地方自治法第 232条の 2で「普通地方公共団体はその公益上必要が

ある場合においては、寄附または補助することができる」とあり義務付けではないので、

使途が特に明確になっていないような多額の繰越金を有する補助団体については、公益

上必要であるか判断するとともに、財政支援の必要性を検証し補助金の削減等を検討し

ていただきたい。 

 ○ 情報管理については、全国で個人情報の漏えいが問題となっており、職員一人一人が、

十分注意をして漏えいが発生しないように、適正に管理されたい。 

 ○ 備品台帳の整備について、異動の状況が記載されていないところが見受けられたので、

適正に整備されたい。 

 

中学校・幼稚園共通事項 

 ○ 個人情報の管理については、管理簿によりおおむね適正に管理されているが、個人情報

の漏えいや未然防止の観点から、今後ともＵＳＢメモリー等の外部記憶媒体の管理徹底

を図るとともに、情報セキュリティ対策に万全を期されたい。 

 ○ 就学援助対象児童数、認定率はともに年々増加傾向にあり、認定については、審査事務

及び年度途中での所得更正等についての確認を適正に行い、保護者に対しては制度を十

分に周知するとともに、援助費目や認定基準は経済の状況及び他市の状況などを勘案し

定期的に見直し、より効率的で効果的な事務処理が実施されるように努められたい。   

 ○ スクールバス運行時添乗員については、園によりシルバーに委託、先生が添乗と統一さ

れていないため、今後は統一されるように検討していただきたい。 

 



企画課 

○ 指定管理者制度の導入については、現在６施設が導入されているが、今後も導入できる

施設については一層推進されたい。 

○ 個人情報の紛失等情報漏えい事故は全国で発生しており、職員一人一人が、日常業務を

行う上で、常に情報セキュリティについて内容理解と遵守を念頭に置き、より一層の情

報管理意識の浸透を図り、個人情報漏えい等の事故防止について、情報担当課として指

導周知を徹底されたい。 

 

庁舎等整備課 

○ 監理業務委託については、一者随意契約を行っているが、公平性の確保及び経済性の確

保のために、今後は契約方法の見直しを検討していただきたい。 

○ 市民会館は、当市における最大規模の公共施設となるものであり、事業の推進に当たっ

ては、今後とも市民との協働を基本に、市民への事業内容や進行状況等の情報提供や周

知に配慮され、円滑な事業の推進に努めていただきたい。 

 

危機管理課 

○ 屯所駐車場用地借上げ料については、長期の借上げになるのであれば、費用対効果等を

勘案し、今後は土地の確保についても検討していただきたい。 

 

総務課 

○ 随意契約については、各課で多数の随意契約が締結されており、公平性及び経済性を確

保し、契約事務が適正に行われるように、契約事務を主管する総務課においては、年度

当初に各課に指導周知していただき、根拠規定の統一を図るためのガイドライン等の策

定を望むものである。 

○ 補助金については、予算査定時に交付先及び補助金額の算出方法・効果は確認されてい

るか等の観点で、今後も十分精査していただきたい。 

○ 駐車場用地借上げ料について、契約の更新時に契約書の条項、契約金額の妥当性を判断

し見直しを図る等、今後は土地の確保についても検討していただきたい。 

 

税務課 

○ 市税徴収については、市・三観広域・香川滞納整理推進機構で徴収を行っているが、今

後とも徴収体制の効果について確認を行い、検証を望むものである。 



なお、今後とも適正賦課に万全を期され、収入未済額の解消に向けた一層の取組みに努

められたい。 

 

農林水産課 

○ 補助金については、毎年事業効果の確認を行い、補助金額の見直しに努めていただきた

い。 

○ 新規就農者活動支援事業については、市単独による平成２５年度からの新規事業として

実施しており、農業従事者の高齢化の進展とともに、担い手不足が深刻になると予想さ

れる農家の手助けや、新規就農者の育成を図るとともに、耕作放棄地の防止といった観

点からも効果が期待されるところであり、今後とも事業内容の充実を図り、農業の担い

手の育成に努められたい。 

 

建設課 

○ 駐車場のプリペイドカードについては、金券（公金）であることを認識し、使用簿に使

用状況を記載して、適正に管理していただきたい。 

○ 工事請負契約等について、変更契約が多く見受けられるが、安易に処理せず事前に十分

精査して設計を行い、契約を締結するよう心がけていただきたい。 

 

生涯学習課 

○ 放課後児童クラブ保育料未納については、負担の公平性を確保する観点からも、引き続

き督促等を行い、滞納額の減少に努力されたい。 

○ 青少年教育に関し、子ども体験活動事業については、学校や学年の枠を超えた交流や、

豊かな体験活動の場の提供に積極的に取組まれているが、活動内容については定期的に

見直しを行い、一層工夫を凝らして子ども達の成長過程に活かしていただきたい。 

 

学校給食課 

○ 学校給食に地場産物を使用しており、食に関する指導の「生きた教材」として活用する

ことは、地域の自然や産業等に関する理解を深めることとなり、今後とも地産地消に積

極的に取組まれたい。 

 

図書館 

○ 図書館の利用者が年々減少しているが、図書館は知の情報拠点として魅力ある蔵書の構



築や、レファレンス等の専門的なサービスの充実等、特色のある図書館作りに取り組ま

れることを望むものである。 

○ 図書については、保管場所にも限りがあるので他市の状況も参考にしながら、処理方法

を検討されたい。 

 

選挙管理委員会事務局 

○ 選挙事務従事者賃金及び立会人報酬については、資金前渡により投票管理者が現金を保

管して選挙当日支払いを行っているが、現金については選挙管理委員会で保管する等、

支払方法について検討されたい。 

○ 選挙公報配布業務委託については、一者随意契約で締結しているが、一者随意契約の場

合は、市民への説明責任が果たせるように、契約時には十分精査して契約を締結してい

ただきたい。 

なお、今後は公平性の確保及び経済性の確保のために、契約方法について見直しを検討

していただきたい。 

 

 


